
○周防大島町業務委託に係る低入札価格に関する事務取扱規程 

平成24年６月27日 

訓令第19号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、周防大島町が発注する、測量業務、建築関係コンサルタント

業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント

業務の委託（以下「業務委託」という。）の契約を締結しようとする場合におい

て、周防大島町財務規則（平成16年周防大島町規則第47号）第118条の３の規定に

基づく「最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合」（以下「低

入札価格調査」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（対象業務） 

第２条 この訓令の対象となる業務委託は、競争入札に付する予定価格1,000万円以

上のものとする。 

（調査基準価格の設定） 

第３条 低入札価格調査を行う基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）

は、入札書比較価格（予定価格に110分の100を乗じて得た額）に10分の７を乗じ

て得た額とし、低入札調査基準価格設定書（様式第１号）により算定する。 

（入札参加者への周知） 

第４条 入札執行者は、調査基準価格を下回った入札は必ずしも落札者とならず直

ちに入札を打ち切り、調査後改めて落札者を決定することがある旨を入札執行前

に周知する。 

（低入札価格調査の対象） 

第５条 調査の対象は、業務委託の競争入札において、入札価格が調査基準価格を

下回ったものとする。 

（入札の保留） 

第６条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合

は、落札決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定して公表する旨を告げて

入札を終了する。 

（調査の実施） 



第７条 契約担当者は、調査基準価格を下回った入札者のうち、最低の価格をもっ

て入札をした者（以下「調査対象者」という。）に対し、その価格によっては契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを、次の事

項について調査する。 

(1) 当該価格により入札した理由 

(2) 入札価格の内訳書 

(3) 手持の業務委託の状況 

(4) 配置予定技術者名簿 

(5) 過去に受注した業務委託の状況 

(6) 経営内容及び経営状況 

(7) その他必要な事項 

（調査結果の審査） 

第８条 契約担当者は、前条に定める調査の結果について、周防大島町建設工事等

指名審査会（以下「審査会」という。）に低入札価格調書（様式第２号）及び参

考資料を提出し、その審査を受けるものとする。 

（落札者の決定） 

第９条 審査会は、前条の規定により当該契約の内容に適合した履行がされると判

断したときは、当該調査対象者を落札者として決定する。 

２ 審査会は、当該調査対象者の入札が、当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者（以

下「次順位者」という。）を落札者として決定する。ただし、次順位者が調査基

準価格を下回る入札者であった場合には、当該順位者について改めて第７条によ

る調査を行い、落札者とするかどうかを決定するものとする。 

（調査結果の通知） 

第10条 契約担当者は、前条の規定により落札者が決定した場合には、その旨を当

該入札参加者に通知するものとする。 

附 則 

この訓令は、平成24年７月１日から施行する。 



附 則（平成26年３月14日訓令第２号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年８月１日訓令第５号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和元年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 本訓令の施行後の契約期間の終期が令和元年10月１日増税日前までのものにつ

いては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月８日訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月27日訓令第12号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号 

様式第４号 

様式第５号 

様式第６号 

様式第７号 

 


